
加須市民運動公園野球場使用料

議
員
　
現
在
、
埼
玉
県
企
業
局
が

加
須
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
東
地
区

産
業
団
地
約
18
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
造

成
中
で
あ
り
、
平
成
30
年
春
以
降

分
譲
を
開
始
す
る
こ
と
か
ら
、
埼

玉
県
企
業
局
と
の
協
定
に
基
づ

き
、
企
業
局
の
負
担
に
よ
る
加
須

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
東
地
区
産
業

団
地
の
整
備
に
係
る
経
費
の
補
正

措
置
で
あ
り
ま
す
が
、
企
業
局
と

の
協
定
内
容
、
補
正
に
係
る
工
事

内
容
及
び
産
業
団
地
内
に
整
備
す

る
水
道
管
布
設
工
事
の
総
額
に
つ

い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

上
下
水
道
部
長
　
平
成
29
年
６
月

30
日
付
で
加
須
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
東
地
区
産
業
団
地
に
係
る
上
水

道
の
設
置
工
事
等
に
関
し
、
埼
玉

県
企
業
局
と
市
で
締
結
し
た
協
定

書
の
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て

は
、
上
水
道
施
設
の
設
置
工
事
等

は
市
が
行
う
こ
と
、
工
期
は
平

成
31
年
２
月
28
日
ま
で
と
す
る
こ

と
、
工
事
等
の
費
用
及
び
負
担
は

上
水
道
整
備
に
要
す
る
全
体
の

議
員
　
市
民
運
動
公
園
野
球
場
の

改
修
工
事
に
伴
っ
て
使
用
料
を
改

定
す
る
も
の
で
す
が
、
改
定
す
る

使
用
料
の
積
算
根
拠
に
つ
い
て
お

伺
い
し
ま
す
。

生
涯
学
習
部
長
　
使
用
料
の
積
算

根
拠
に
つ
き
ま
し
て
は
、
施
設
の

建
設
費
用
は
市
民
全
体
で
負
担
し

て
い
た
だ
き
、
施
設
の
維
持
管
理

費
用
は
、
施
設
利
用
者
の
皆
様
に

ご
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
基

本
と
し
て
改
定
し
た
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
使
用
料

５
０
０
円
に
つ
き
ま
し
て
は
、
グ

ラ
ウ
ン
ド
や
ダ
ッ
グ
ア
ウ
ト
の
管

理
に
係
る
材
料
費
や
人
件
費
、
ト

イ
レ
の
清
掃
委
託
費
な
ど
の
維
持

管
理
費
を
も
と
に
１
時
間
当
た
り

の
単
価
を
算
出
し
た
も
の
で
す
。

次
に
管
理
棟
や
選
手
名
ボ
ー
ド
な

ど
の
付
属
設
備
の
使
用
料
で
あ
る

６
０
０
円
に
つ
き
ま
し
て
は
、
管

理
棟
の
エ
ア
コ
ン
や
照
明
、
電
光

掲
示
板
な
ど
の
電
気
料
と
保
守
委

託
費
や
清
掃
費
用
を
も
と
に
算
出

事
業
費
と
し
て
、
実
施
設
計
委

託
、
工
事
費
、
事
務
費
の
合
計
で

２
億
２
８
９
６
万
７
２
０
０
円
以

内
と
し
、
企
業
局
が
全
額
を
負
担

す
る
こ
と
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
工
事
の
概
要
に
つ
き
ま

し
て
は
、
区
域
外
部
分
に
あ
る

既
設
の
配
水
管
か
ら
産
業
団
地

内
へ
送
水
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
区
域
外
の
道
路
に
上
水
道
の

配
水
管
布
設
工
事
を
実
施
す
る
も

の
で
あ
り
、
歳
出
で
は
工
事
費

４
６
４
０
万
円
を
、
歳
入
で
は
県

か
ら
の
工
事
負
担
金
４
６
４
０
万

円
と
事
務
費
３
０
０
万
円
を
合
わ

せ
て
４
９
４
０
万
円
を
補
正
し
、

残
り
の
工
事
費
に
つ
き
ま
し
て

は
、
平
成
30
年
度
当
初
予
算
に
計

上
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
ご
ざ

い
ま
す
。
　

し
た
も
の
で
す
。
さ
ら
に
貸
し
出

し
区
分
を
１
時
間
単
位
に
改
定

し
、
利
用
者
の
負
担
軽
減
を
図
る

こ
と
で
、
よ
り
利
用
し
や
す
い
施

設
と
し
て
ま
い
り
ま
す
。

①

②

区域外(①と②)の２箇所を整備

県
道 

砂
原
北
大
桑
線

県
道 

北
中
曽
根
北
大
桑
線

国道125号

豊野橋

加須IC東地区 産業団地区域

国道125号バイパス

改定前 改定後

２時間以内 ２時間を超え
４時間以内

４時間を超え
８時間以内 ８時間超 １時間につき500円

附属設備（電光掲示板
及び管理棟）利用の場
合、上記金額に１時間
につき600円を加算し
た額

500円 1,000円 2,000円
左記金額に２時間
以内の使用料を加
算した額

加
須
市
都
市
公
園
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
29
年
度
水
道
事
業
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
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